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「初診の注１」研修について 

Ｅシステムによる受講をお願い致します！ 

 

 

 

「初診の注 1」の規定の施設基準を取得している先生方は、今回の診療報酬改

定により新しくなった研修を受講し、修了証を取得する必要があります。また、

研修受講の状況を毎年「7月の定例報告」で九州厚生局に報告しなければなりま

せん。 

この新しい研修は、日本歯科医師会ホームページのＥシステムで受講すると、

非常に簡単で短時間で済みますのでお勧めです。研修受講方法と終了証発行方

法については裏面に記載しています。手順通りに受講していただければ 30～40

分で修了証の発行まで行うことができます。 

なお、外来環、歯援診、か強診に係る研修についても、Ｅシステムでの研修が

可能ですが、これらの施設基準については今のところ再研修の義務はありませ

ん。（※在宅療養支援歯科診療所１は、今改定で再届出が必要)施設基準取得の際

の 1回の研修のみで結構です。 

 

 

 

 

 



Ｅシステムでの「初診の注１」研修受講方法 

 

日本歯科医師会ホームページの「歯科医師のみなさま」 

↓ 

E-system へログイン 

(初めての方は「E-system 活用ガイド(ログイン編)」をご覧ください) 

↓ 

左側メニューの中の「教材コンテンツ検索」 

↓ 

「コンテンツを探す」の下部 

研修項目で「大項目」は「33:感染予防と滅菌法」を選択 

「中項目」は「02:感染予防対策セミナー」を選択し検索をクリック 

↓ 

下部に研修が表示されますので、「単位登録する」をクリック 

↓ 

プレテストを受けて(正解の必要なし)、動画を視聴し「閲覧終了」をクリック 

↓ 

ポストテストを受け(5 問中 3 問正解が必要)テスト終了をクリック 

↓ 

「閉じる」で終了 

 

修了証発行方法 

 

E-system の左側メニューの中の「修了証出力」 

↓ 

修了証出力対象一覧の中に受講した研修があることを確認し「修了証出力」を

クリック 

↓ 

修了証がダウンロードされるのでプリントする 

 


